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第３章 保健指導実施者が有すべき資質 

 医療保険者が「健診・保健指導」事業を実施することとなり、本事業に関わ

る医師・保健師・管理栄養士等は新たな能力を開発することが求められる。そ

れは、効果的・効率的な事業の企画・立案ができ、そして事業の評価ができる

能力である。また、保健指導に当たっては対象者の身体の状態に配慮しつつ行

動変容に確実につながる支援ができる能力を獲得する必要がある。 

 

（１）「健診・保健指導」事業の企画・立案・評価 

  医療保険者に所属している医師・保健師・管理栄養士等は、「健診・保健指

導」事業の企画・立案や評価を行い、効果的な事業を実施する役割があるこ

とから、以下のような能力を習得する必要がある。 

 

１）データを分析し、優先課題を見極める能力 

健診・保健指導を計画的に実施するためには、まず健診データ、医療費デ

ータ（レセプト等）、要介護度データ、地区活動等から知り得た対象者の情報

などから地域特性、集団特性を抽出し、集団の優先的な健康課題を設定でき

る能力が求められる。 

具体的には、医療費データ（レセプト等）と健診データの突合分析から疾

病の発症予防や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、

どのような疾病にどのくらい医療費を要しているか、より高額にかかる医療

費の原因は何か、それは予防可能な疾患なのか等を調べ、対策を考えること

が必要である。 

 

※ レセプト分析をすることにより、糖尿病やその合併症がいかに多いか、医療費

が多くかかっているか等が明らかになることにより、医療費適正化のための疾病

予防の重要性を認識し、確実な保健指導に結びつけることが必要である。 

 

※ 対象者の生活習慣を把握することで、目標達成に向けて何が解決すべき課題で、

どこに優先的な予防介入が必要であるかという戦略を立てることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


